
 
小
値
賀
町
議
会
第
四
回
臨
時
会
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
午
前
十
時
、
小
値
賀
町
役
場
議
場
に
招
集
さ
れ
た
。 

  

一
、 
出 

席 

議 

員 
 
 
 
 

十 

二 

名 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

番 
 
 
 
 

加

 

山

 

雅

 

徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

番 
 
 
 
 

土

 

川

 

重

 

佳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三

番 
 
 
 
 

小

 

辻

 

隆

治

郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四

番 
 
 
 
 

浦

 
 

 

英

 

明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五

番 
 
 
 
 

末

 

永

 

一

 

朗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六

番 
 
 
 
 

松

 

永

 

勇

 

治 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七

 

番 
 
 
 
 

岩

 

坪

 

義

 

光 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八

番 
 
 
 
 

伊

 

藤

 

忠

 

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九

番 
 
 
 
 

横

 

山

 

弘

 

蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十

番 
 
 
 
 

立

 

石

 

隆

 

教 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十

一

番 
 
 
 
 

黒

 

崎

 

政

 

美 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十

二

番 
 
 
 
 

近

 

藤

 

一

 

輝 

  

  



 

二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 

な 

し 

   

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 
 
 
 
 

山

田

憲

道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助

役 
 
 
 
 

三

浦

清

敏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

収

入

役 
 
 
 
 

神

川

 

清 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

長 
 
 
 
 

巖

 

充

也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 
 
 
 
 

大

黒

泰

三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 
 
 
 
 

谷

 

良

一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農

林

課

長 
 
 
 
 

中

谷

 

功 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水

産

商

工

課

長 
 
 
 
 

筒

井

英

敏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 
 
 
 
 

中

村

敏

章 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税

務

課

長 
 
 
 
 

西

村

久

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診

療

所

事

務

長 
 
 
 
 

吉

元

勝

信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空
港
管
理
事
務
所
長 

 
 
 
 

平

野

久

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

次

長 
 
 
 
 

西

 

浩

三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
業
委
員
会
事
務
局
長 

 
 
 
 

福

田

 

等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保

育

所

長 
 
 
 
 

松

永

一

誠 



   
四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
 
 
 
 

升

 

水

 

裕

 

司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

書

記 
 
 
 
 

松

永

清

美 

    

五
、
議 

事 

日 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
四
回
臨
時
会 

 

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
（
水
曜
日
） 

 

午
前
十
時
十
二
分 

 

開 

会 

 

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

浦 

英
明
議
員 

・ 

末
永
一
朗
議
員 

） 

第 

二 
 

会

期

決

定 

第 

三 
 

議
案
第
六
十
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

（
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
組
合
市
町
村
数
の
減
少
に
つ
い
て
） 

第 

四 
 

議
案
第
六
十
一
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

（
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
組
合
市
町
村
数
の
増
加
と
組
合
市
町
村
数
の
増
減
に
伴
う
規

約
の
変
更
に
つ
い
て
） 

第 

五 
 

議
案
第
六
十
二
号 

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

（
平
成
十
五
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
） 



第 

六 
 

議
案
第
六
十
三
号 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

七 
 

議
案
第
六
十
四
号 

小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
医
師
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案 

第 

八 
 

議
案
第
六
十
五
号 

長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て 

第 

九 
 

議
案
第
六
十
六
号 

長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組
合
を
組
織

す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て 
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午
前
十
時
十
二
分
開
会 

 
議
長
（
近
藤
一
輝
） 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
十
二
名
で
す
。 

 
定
足
数
に
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
た
だ
い
ま
か
ら
平
成
十
五
年
小
値
賀
町
議
会
第
四
回
臨
時
会
を
開
会
し
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
四
番
・
浦 

英
明
議
員
、
五
番
・
末
永
一
朗
議
員
を
指
名
し
ま
す
。 

 

日
程
第
二
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
間
に
決
定
し
ま
し
た
。 

  

お
は
か
り
し
ま
す
。 

日
程
第
三
、
議
案
第
六
十
号
及
び
日
程
第
四
、
議
案
第
六
十
一
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
連
が
あ
り
ま
す
の
で
、

一
括
議
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
、
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
日
程
第
三
、
議
案
第
六
十
号
及
び
日
程
第
四
、
議
案
第
六
十
一
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
一
括

議
題
と
し
ま
す
。 

 
局
長
に
両
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

議
案
第
六
十
号
、
議
案
第
六
十
一
号
の
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

議
案
第
六
十
号
、
議
案
第
六
十
一
号
の
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

本
議
案
は
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
組
合
市
町
村
数
の
減
少
に
つ
い
て
と
、
組
合
市
町
村
数
の
増
加
と
増
減
に
伴
う
規
約

の
変
更
を
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
に
専
決
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
議
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
は
、
二
市
七
十
一
町
村
、
三
十
四
の
一
部
事
務
組
合
、
二
つ
の
広
域
連
合
を
構
成
団
体
と
し
、
事
務
の
共
同
処

理
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

事
務
の
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
退
職
手
当
・
消
防
公
務
災
害
・
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
・
交
通
災
害
・
公
立
学
校
医
等
公
務
災
害
・
町
村

会
館
管
理
事
業
等
の
共
同
事
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

今
回
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
本
組
合
か
ら
対
馬
六
町
と
四
組
合
、
壱
岐
四
町
と
一
組
合
が
平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
に
脱
退
し
、
十
六
年

三
月
一
日
か
ら
新
た
に
対
馬
市
・
壱
岐
市
と
し
て
、
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
組
合
市
町
村
数
の
減
少
と
、
組
合
市
町
村
数
の
増
加
と
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て

は
、
順
次
行
な
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
新
市
で
本
組
合
に
再
加
入
す
る
場
合
は
、
「
旧
団
体
で
合
併
前
日
を
も
っ
て
一
旦
脱
退
し
、
合
併
の
日

か
ら
新
市
で
再
加
入
し
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
手
続
き
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
組
合
規
約
の
変
更
を
す
る
と
き
に
は
、
地
方
自
治
法

第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
構
成
市
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

今
回
の
本
組
合
の
規
約
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
務
大
臣
へ
の
許
可
申
請
か
ら
許
可
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
、
更
に
、
議
決
書
の
取
り

ま
と
め
等
に
事
務
処
理
の
期
日
に
余
裕
が
な
い
こ
と
か
ら
専
決
処
分
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
一
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
一
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 
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本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
一
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
五
、
議
案
第
六
十
二
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

議
案
六
十
二
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

本
議
案
は
、
平
成
十
五
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
係
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
九
月
議
会
提
出
の
補
正
予
算
後
に
、

衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
十
月
二
十
八
日
に
告
示
さ
れ
、
十
一
月
九
日
に
執
行
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
選
挙
執
行
経
費
の
予
算
の
補
正
が
必
要
に
な
り

ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日
に
専
決
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
同
法
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
議
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
一
表
「
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
で
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
百
五
十
七
万
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
三
十
七
億
五
千
六
百
五
十
七

万
円
に
変
更
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
説
明
書
事
項
別
明
細
書
七
頁
よ
り
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

歳
入
よ
り
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

十
二
款
・
県
支
出
金
、
三
項
・
委
託
金
で
四
百
五
十
七
万
円
の
増
額
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
投
開
票
経
費
・
選
挙
公
報
費
・

ポ
ス
タ
ー
掲
示
・
事
務
費
等
の
選
挙
執
行
の
委
託
金
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
歳
出
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
二
款
・
総
務
費
、
四
項
・
選
挙
費
、
三
目
・
衆
議
院
議
員
選
挙
費
を
五
百
二
十
八
万
四
千
円
予
算
計
上
し
て
お

り
ま
す
。
そ
の
内
訳
と
し
て
、
一
節
・
報
酬
は
、
投
開
票
所
の
管
理
者
・
立
会
人
、
不
在
者
投
票
管
理
者
・
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬

で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
節
・
職
員
手
当
等
で
、
投
開
票
の
事
務
従
事
者
の
手
当
等
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
七
節
・
賃
金
は
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
板
の
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設
置
と
撤
去
の
賃
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。
八
節
・
報
償
費
で
、
投
開
票
等
事
務
謝
礼
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
九
節
・
旅
費
は
、
選
挙
説
明
会
・
不

在
者
投
票
説
明
会
・
投
開
票
録
の
検
収
の
旅
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
一
節
・
需
用
費
で
、
選
挙
事
務
の
消
耗
品
費
と
開
票
時
の
弁
当
代
を
計
上
し

て
お
り
ま
す
。
十
二
節
・
役
務
費
は
、
不
在
者
投
票
の
請
求
に
係
る
郵
送
分
の
郵
便
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
四
節
・
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
、
繰

上
投
票
日
の
船
舶
借
上
料
と
選
挙
当
日
の
投
票
所
の
借
上
料
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

十
三
款
、
一
項
、
一
目
・
予
備
費
を
七
十
一
万
四
千
円
減
額
し
、
予
備
費
総
額
を
一
千
百
二
十
二
万
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
で
、
平
成
十
五
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）
に
係
る
専
決
処
分
事
項
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
全
般
に
わ
た
り
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

次
に
歳
出
全
般
に
わ
た
り
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

六
番
（
松
永
勇
治
） 

お
尋
ね
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
不
在
者
投
票
の
郵
送
と
、
直
接
の
分
の
受
理
し
た
分
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

ち
ょ
っ
と
手
元
に
資
料
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
後
で
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十 

時 

二
十
八
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十 

時 

三
十
六
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 
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総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

先
ほ
ど
の
松
永
議
員
の
質
問
で
す
け
ど
、
不
在
者
投
票
の
中
で
、
直
接
が
四
百
二
十
五
票
、
郵
送
が
十
八
、
合
わ
せ

て
四
百
四
十
三
票
で
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
二
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
二
号
、
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
六
、
議
案
第
六
十
三
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

議
案
第
六
十
三
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
八
日
の
人
事
院
勧
告
ど
お
り
、

改
定
を
行
な
う
も
の
と
し
、
閣
議
決
定
さ
れ
、
第
百
五
十
七
国
会
に
お
い
て
成
立
し
て
お
り
ま
す
。 

本
年
の
給
与
勧
告
は
、
平
均
年
間
給
与
が
五
年
連
続
か
つ
過
去
最
大
の
減
少
で
あ
り
、
月
例
給
一
・
一
％
の
減
、
期
末
・
勤
勉
手
当
一
・
五
％

減
の
年
収
十
六
万
三
千
円
の
減
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

そ
の
内
容
は
大
き
く
四
項
目
あ
り
ま
し
て
、
一
つ
目
に
、
官
民
給
与
の
較
差
一
・
〇
七
％
を
是
正
す
る
た
め
、
二
年
連
続
で
月
例
給
の
引
下
げ

の
改
定
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
二
つ
目
に
、
期
末
・
勤
勉
手
当
を
四
・
六
五
月
分
か
ら
四
・
四
月
分
に
〇
・
二
五
月
分
の
引
下
げ
、
三
つ
目

に
、
通
勤
手
当
の
六
ヶ
月
定
期
券
等
の
価
格
に
よ
る
一
括
支
給
へ
の
変
更
、
四
つ
目
に
、
本
年
四
月
か
ら
、
こ
の
条
例
改
正
の
実
施
の
日
の
前
日

ま
で
の
期
間
に
係
る
官
民
較
差
相
当
分
を
解
消
す
る
た
め
の
、
十
二
月
の
期
末
手
当
で
の
調
整
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
本
町
職
員
に
お
い
て
も
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
給
与
等
の
改
定
を
実
施
し
た
く
、
こ
こ
に
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
を
ご
提
案
い
た
し
ま
し
た
。 

そ
れ
で
は
、
改
正
案
の
内
容
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

平
成
十
五
年
度
の
改
正
を
第
一
条
、
平
成
十
六
年
度
の
改
正
を
第
二
条
と
し
て
、
二
段
階
方
式
で
改
正
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
ず
第
一
条
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
十
五
年
度
の
改
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
九
条
第
三
項
の
改
正
は
、
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
月
額
一
万
四
千
円
を
一
万
三
千
五
百
円
に
引
き
下
げ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
改
正
は
、
住
居
手
当
の
支
給
対
象
の
限
定
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
自
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
新
築
・
購
入
か
ら
五

年
間
に
限
定
し
、
同
条
第
二
項
第
二
号
で
月
額
二
千
五
百
円
に
改
定
し
、
従
来
、
所
有
す
る
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
職
員
で
、
世
帯
主
で
あ
る
者

に
支
給
さ
れ
て
い
た
月
額
千
円
の
住
居
手
当
は
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
は
、
十
二
月
期
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
か
ら
百
分
の
百
四
十
五
に
〇
・
二
五
月
分
を
引
下
げ
る

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
は
、
棒
給
月
額
の
引
下
げ
に
よ
る
給
料
表
の
改
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
第
二
条
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
十
六
年
度
か
ら
の
改
正
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
十
条
第
二
項
の
改
正
は
、
通
勤
手
当
を
従
来
、
一
箇
月
定
期
券
の
額
を
基
礎
と
し
て
手
当
額
を
決
め
て
お
り
ま
し
た
が
、
六
箇
月
定
期
券
等

の
額
に
よ
る
一
括
支
給
に
改
め
、
従
来
の
二
分
の
一
加
算
措
置
を
廃
止
し
、
最
高
限
度
額
に
対
応
す
る
運
賃
等
相
当
額
五
万
五
千
円
を
全
額
支
給
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す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

十
条
第
三
項
中
に
文
言
を
加
え
て
、
三
項
の
次
に
新
た
に
三
項
を
加
え
て
お
り
ま
す
。 

第
十
七
条
第
二
項
の
改
正
は
、
十
六
年
度
以
降
の
期
末
手
当
支
給
割
合
に
つ
い
て
、
六
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
五
十
五
か
ら
百
分
の
百

四
十
に
、
十
二
月
期
の
支
給
割
合
を
百
分
の
百
四
十
五
か
ら
百
分
の
百
六
十
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
第
一
項
は
、
施
行
期
日
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

附
則
第
二
項
は
、
給
料
月
額
等
の
切
り
替
え
等
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

附
則
第
三
項
は
、
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
第
四
項
は
、
号
給
等
の
基
礎
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

附
則
第
五
項
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

附
則
第
六
項
は
、
規
則
へ
の
委
任
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
、
改
正
案
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
し
た
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

六
番
（
松
永
勇
治
） 

一
条
の
改
正
に
お
き
ま
し
て
、
今
年
十
二
月
支
給
分
を
〇
・
二
五
ヶ
月
分
引
下
げ
て
で
す
ね
、
ま
た
来
年
の
十
二
月
支
給

分
は
、
ま
あ
こ
の
条
例
の
改
正
に
よ
り
ま
す
と
、
〇
・
一
五
上
げ
て
事
実
一
〇
％
の
引
下
げ
と
、
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
二
五
％
下
げ

た
、
で
、
ま
た
〇
・
一
〇
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
で
す
ね
、
何
か
そ
こ
に
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か･････

、 

今
年
分
の
給
料
を
四
月
に
遡
る
、
そ
の
調
整
の
た
め
の
、
〇
・
一
ヶ
月
分
下
げ
て
い
る
の
か
、
余
計
に
で
す
ね
、
そ
の
分
と
、
給
与
改
正
に
引

き
直
し
た
本
町
の
給
料
引
下
げ
率
と
、
給
与
全
体
の
引
下
げ
額
を
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十 

時 

四
十
七
分 

― 
― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 

零 

分 

― 



 - 9 - 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 
総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

先
ほ
ど
の
松
永
議
員
の
質
問
に
対
し
て
で
す
け
ど
、
十
六
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、
民
間
の
ボ
ー
ナ
ス
等
の
支
給
状

況
を
参
考
に
、
六
月
及
び
十
二
月
期
に
お
け
る
支
給
月
を
定
め
て
お
り
ま
す
。
人
勧
に
従
い
ま
し
て
。 

 

そ
れ
か
ら
二
番
目
で
す
け
ど
、
給
与
の
改
定
率
で
す
け
ど
、
一･

一
％
の
引
下
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
引
下
げ
額
で
す
け
ど
、
一
般
会

計
で
全
額
で
一
千
百
三
十
万
九
千
円
減
額
に
な
り
ま
す
。 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

六
番
（
松
永
勇
治
） 
一
番
目
の
ち
ょ
っ
と
、
お
答
え
が
私
に
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
…
、 

簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
今
年
〇
・
二
五
ヶ
月
分
下
げ
て
で
す
ね
、
来
年
ま
た
〇
・
一
五
ヶ
月
分
上
げ
る
と
い
う
、
そ
の
〇
・
一
ヶ
月
分
の

で
す
ね
、
あ
れ
が
今
、
民
間
給
与
ち
ゅ
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
来
年
は
民
間
給
与
が
善
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
上
げ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
今
年
の
給
与
、
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
四
月
に
遡
っ
て
今
度
の
改
正
分
の
で
す
ね
、
行
政
職
給
料
表
で

す
か
、
別
表
に
よ
る
施
行
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
あ
れ
し
て
の
、
特
例
措
置
と
し
て
の
〇
・
二
五
ヶ
月
分

を
下
げ
る
の
か
っ
ち
ゅ
う
こ
と
を
聞
い
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
来
年
を
見
込
ん
で
、
来
年
は
民
間
給
与
が
善
く
な
る
だ
ろ
う
か

ら
、
そ
ん
な
ら
〇
・
一
五
ヶ
月
分
上
げ
る
ん
だ
っ
ち
ゅ
う
な
、
今
の
は
そ
う
い
う
な
お
答
え
で
す
か
ね
、
よ
く
私
も
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す

が･････

。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

お
答
え
し
ま
す
。 

 

本
年
度
で
〇
・
二
五
月
分
を
引
下
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
十
六
年
度
で
〇
・
一
五
月
を
上
げ
た
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
、
こ
れ
は
ま
た
来
年
に
な
り
ま
し
た
ら
、
ま
た
変
わ
る
可
能
性
も
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 

三 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 

六 

分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 
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ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒

崎

議

員 
十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 

毎
年
、
給
与
を
人
事
院
勧
告
に
よ
っ
て
下
が
っ
て
い
く
わ
け
な
ん
で
す
が
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
当
り
が
百
越
え
た
町
村
も

あ
る
し
、
う
ち
み
た
い
に
県
下
で
も
尻
か
ら
二
・
三
番
目
っ
て
い
う
よ
う
な
自
治
体
も
あ
る
わ
け
で
す
。 

全
て
、
例
え
ば
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
が
九
五
％
以
上
の
所
は
下
げ
ろ
と
、
そ
れ
以
外
の
所
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
っ
ち
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
ん
で

す
か
、
押
し
な
べ
て
全
て
が
そ
う
い
う
こ
と
で
す
か
…
、 

私
は
ど
う
も
納
得
の
い
か
ん
と
で
す
よ
、
高
い
所
も
安
い
所
も
一
律
に
下
げ
ろ
っ
て
い
う
、
こ
の
人
事
院
勧
告
が
で
す
よ
、
だ
か
ら
毎
年
毎
年
、

こ
う
い
う
こ
と
を
弄
っ
て
お
る
と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
が
私
は
さ
っ
ぱ
り
解
か
ら
ん
て
す
っ
た
い
、 

だ
か
ら
、
そ
の
辺
は
ど
う
な
っ
て
る
ん
で
す
か
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 

八 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
一
時 

 

十
一
分 

― 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

従
来
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
が
各
町
村
違
っ
て
お
り
ま
す
。
う
ち
の
場
合
は
、
特
昇
関
係
を
有
効
に
使
っ
て
、
財
政
的
な

面
で
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
他
所
の
町
村
に
関
し
て
は
そ
う
い
う
面
で
ラ
ス
が
結
構
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
給
与
の
改
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事
院
勧
告
ど
お
り
の
形
で
も
っ
て
き
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
下
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
の
町
村
と
も
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

黒

崎

議

員 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 

あ
の
ー
、
「
思
い
ま
す
」
じ
ゃ
な
く
し
て
ね
、
全
国
の
市
町
村
が
全
て
今
の
率
で
、
今
の
ま
ん
ま
で
「
や
れ
」
っ
て
言

わ
れ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
が
ど
の
位
な
所
ま
で
は
「
下
げ
ろ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
が
ど
う
な
の
か
っ
ち
私
は

聞
き
よ
る
わ
け
で
す
た
い
、 

そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ね
、
人
事
院
の
方
が
無
茶
で
す
よ
、
多
い
所
も
あ
れ
ば
少
な
い
（
所
も
あ
る
）
、
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
疑
問
が
あ
っ

た
は
ず
で
す
か
ら
、
そ
う
あ
っ
た
時
に
は
や
っ
ぱ
り
人
事
院
に
問
い
合
わ
せ
た
り
何
だ
り
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、 

だ
か
ら
行
革
と
は
全
く
別
な
話
で
す
よ
、
こ
ん
な
と
は･････

。 
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議
長
（
近
藤
一
輝
） 

総

務

課

長 
総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

今
回
の
人
事
院
勧
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
う
い
う
ラ
ス
が
低
い
分
に
つ
い
て
は
「
ど
う
こ
う
」
と
い
う
支
持
は
あ

り
ま
せ
ん
け
ど
、
ま
あ
小
値
賀
町
と
し
て
は
、
人
勧
ど
お
り
の
形
で
給
与
改
定
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

黒

崎

議

員 

十
一
番
（
黒
崎
政
美
） 

い
や
あ
、
だ
か
ら
で
す
ね
、
人
事
院
勧
告
で
は
「
上
げ
ろ
」
と
言
わ
れ
た
時
に
は
上
げ
た
自
治
体
が
多
く
あ
っ
た
わ
け

で
す
ね
、
で
、
う
ち
は
そ
ん
な
に
上
げ
な
か
っ
た
と
、
ち
い
う
こ
と
は
、
人
事
院
勧
告
を
無
視
し
た
ち
ゅ
う
こ
と
で
も
な
か
で
す
け
ど
、
上
げ
幅

を
小
さ
く
し
た
と
か
、
上
げ
な
か
っ
た
と
か
い
う
こ
と
が
過
去
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
、 

だ
か
ら
、
将
来
、
山
田
町
長
が
行
革
・
財
政
改
革
云
々
ち
言
っ
て
給
与
を
下
げ
る
時
期
も
来
る
だ
ろ
う
し
、
大
幅
に
ね
、
そ
の
時
に
人
事
院
が

言
わ
れ
た
と
お
り
に
ボ
ン
ボ
ン
下
げ
て
行
っ
て
い
い
の
か
、
ボ
ン
ボ
ン
で
も
な
か
で
す
け
ど
、
下
げ
て
い
い
の
か
ち
い
う
こ
と
で
す
。 

だ
か
ら
、
う
ち
は
低
い
か
ら
改
正
し
ま
せ
ん
よ
と
、
従
来
ど
お
り
や
っ
て
行
き
ま
す
と
、
で
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
大
幅
に
削
減
し

よ
う
と
、
こ
う
な
る
と
、
後
で
段
々
段
々
行
く
と
、
何
の
た
め
の
職
員
給
の
引
下
げ
だ
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
起
き
て
く
る
わ
け
で
す
よ
ね
、 

上
げ
数
が
少
の
う
な
っ
て
く
る
、
私
は
人
事
院
勧
告
で
言
わ
れ
た
と
お
り
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
と
、
職
員
の
や
る
気
が
な
か
で
す
よ
、
無
く
な

っ
て
き
ま
す
よ
、
毎
年
毎
年
…
、
今
、
五
年
位
下
が
り
っ
放
し
で
し
ょ
…
、 

私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

町

長 

町
長
（
山
田
憲
道
） 

黒
崎
議
員
さ
ん
の
職
員
に
対
す
る
思
い
や
り
は
十
二
分
に
解
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
一
応
、
人
事
院
の
と
お
り
に
や
ら
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
三
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
三
号
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
七
、
議
案
第
六
十
四
号
、
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
医
師
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 

議
案
第
六
十
四
号
、
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
医
師
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

診
療
所
医
師
の
給
与
に
つ
き
ま
し
て
も
、
一
般
職
職
員
の
給
与
改
正
に
併
せ
て
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
改
正
し
た
い
と
い

う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

附
則
第
一
項
は
、
施
行
期
日
を
定
め
て
お
り
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
、
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 
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質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
四
号
、
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
医
師
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
四
号
、
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
医
師
の
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

  

お
は
か
り
し
ま
す
。 

日
程
第
八
、
議
案
第
六
十
五
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
及
び
日
程
第

九
、
議
案
第
六
十
六
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
関
連
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
括
議
題
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
に
、
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
日
程
第
八
、
議
案
第
六
十
五
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に

つ
い
て
及
び
日
程
第
九
、
議
案
第
六
十
六
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
一
括
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
両
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
議
案
第
六
十
五
号
、
議
案
第
六
十
六
号
の
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
大
黒
泰
三
） 
議
案
第
六
十
五
号
、
議
案
第
六
十
六
号
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
、
「
厳
原
町
、
美
津
島
町
、
豊
玉
町
、
峰
町
、
上
県
町
、
上
対
馬
町
」
の
六
町
と
「
郷
ノ
浦
町
、
勝
本
町
、
芦
辺
町
、
石
田
町
」
の

四
町
が
町
村
合
併
に
よ
り
、
新
た
に
「
対
馬
市
」、「
壱
岐
市
」
と
し
て
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
を
も
っ
て
市
制
施
行
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。 

長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
は
、
町
村
合
併
等
に
よ
り
、
市
制
へ
移
行
す
る
団
体
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
加
入
で
き
る
よ

う
、
組
合
の
名
称
及
び
規
約
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
新
市
で
本
組
合
へ
再
加
入
さ
れ
る
場
合
は
、「
旧
団
体
で
合
併
の
前
日
を
も
っ
て
一
旦
脱
退
し
、
合
併
の
日
か
ら
新
市
で
再
加
入
す
る
」

と
い
う
手
続
き
が
必
要
と
な
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
構
成
町
村
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
県
知
事
の
許
可

を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
議
案
第
六
十
五
号
で
、
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
団
体
の
減
少
に
つ
い
て
と
、
議

案
第
六
十
六
号
で
団
体
の
増
加
と
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
、
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
近
藤
一
輝
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
五
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
の
討
論

を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
五
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
を
採
決

し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
五
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
六
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組
合
を
組
織

す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
の
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
六
十
六
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組
合
を
組
織
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す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 
お
は
か
り
し
ま
す
。 

 
本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
六
十
六
号
、
長
崎
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び
組
合
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
に
伴
う
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
臨
時
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
十
五
年
小
値
賀
町
議
会
第
四
回
臨
時
会
を
閉
会
し
ま
す
。 

 

― 

午 

前 
 

十
一 

時 

二
十
六
分 

 

閉 

会 

― 


